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アライ建機オークション規約 

 

 

アライ建機オークション規約（以下、本規約と称します）は、荒井商事株式会社（以下、当

社と称します）が主催する中古建設機械オークション（以下、オークションと称します）に

ついて以下のとおり規定するもので、オークションへ参加する者は、当社が主催する中古自

動車のオートオークション規約（当社ホームページ URL：http://www.araiaa.jp/に掲載の

アライオートオークション会員規約のうちのオートオークション規約（バス・トラック）を

指し、以下グループ規約と称します）並びに本規約及び別紙に定める諸規定に同意し遵守す

るものとします。 

また、本規約とグループ規約の内容が相違する場合は、本規約が優先するものとし、その他

の部分については、本規約とグループ規約がともに適用されるものとします。 

 

Ⅰ.オークションの参加資格 

 オークションには、古物商許可証（以下、古物商）を得てから 2年以上を経過し、かつ、

オークション参加時において古物証の許可が失効していない者のうち、オークションへの

入会申込みにより承認された会員（以下、「アライ建機オークション会員」と称します）、当

社のオートオークションの会員、当社が他社のオークション会場等との業務提携等により、

当該他社の会員について当社オートオークションに参加することを認めた会員（以下、アラ

イ建機オークション会員から、当社が他社のオークション会場等との業務提携等により、当

該他社の会員について当社オートオークションに参加することを認めた会員までをあわせ

て、会員と称します）が参加できるものとします。尚、「Ⅱ会員」の規定は、アライ建機オ

ークション会員にのみ適用されるものとします。 

 

Ⅱ.会員 

１.会員義務 

（1）会員番号の管理 

会員番号の管理責任（ＰＯＳカード・ＩＤカード・当社運営のインターネットオーク 

ションサービス「ＡＩ－ＮＥＴ」のＩＤ・パスワード含む）は全て会員に有り、会員

番号の紛失、盗難、漏洩等によって生じる会員及び当社の損害にかかる責任は当該会

員が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。尚、会員は、会員番号を紛

失、盗難、漏洩等した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに当社に届け出るも

のとします。 

（2）変更の届出 

会員は、住所、電話番号、会社名等、当社が要求する事項を当社に届け出るものとし、 

当社に届け出ている事項に変更が発生した場合は速やかに当社に届け出るものとし 

ます。当該変更が発生した場合には、当社は会員の資格を再審査することができ、会 

員の継続を承諾するか否かは当社の判断で行えるものとします。 

 

２.会員登録の更新 

 会員の登録期間は、入会日より１年間とし、登録期間満了の３ヵ月前までに当社又は 

会員のいずれかからも書面による別段の意思表示がない場合には、登録期間は１年間延長 

されるものとし、以降も同様とします。 
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３.禁止行為並びに会員登録の停止及び取消等 

 会員は次のいずれの行為も行ってはならないものとし、当社は、会員がいずれかに該当す

る場合、事前通告をすることなく当該会員に対し会員登録を停止又は取消できるものとし

ます。これに対して当該会員は異議の申し立てを行わないものとします。尚、この場合、当

該会員は、会員登録の停止又は取消までに発生した料金等、当社に対する債務の全額を、直

ちに当社の指示する方法で一括して支払うものとし、又、当社は、当該会員に損害賠償の請

求（弁護士費用含む）をすることがあり、当該会員より受領した保証金の全部又は一部を返

還しないことがあります。 

（1）本規約又はオークション取引、オークション以外の物品取引、ＡＩ－ＮＥＴを含む当

社又は当社の関連会社が提供する一切のサービス（中古機械・中古車両以外のオーク

ション含む）に基づく取引、若しくはこれと関連して発生する当社又は当社の関連会

社への一切の債務（キャンセル料の支払債務を含む）の不履行や遅延する行為。 

（2）オークション取引の最中及びオークション取引後における直接商談や買戻し行為、並

びに自出品機械・自出品車両に対して、出品者自らセリに参加、又は意思を通じた第

三者をして参加させる行為、又は、第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図る

等、公正なオークション取引の成立を妨げ、若しくは不当な取引の成立を図る行為。 

（3）当社に虚偽の申告、届出をする行為。 

（4）名義貸しによる出品、入札、落札、会員番号・ＩＤ・パスワードの他人への貸与、譲

渡等。 

（5）当社、他の会員、第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はその

おそれがある行為。 

（6）調整室、事務所等に当社の事前の許可なく立入りをする行為。 

（7）一般消費者及び当社が認めた者以外の者を会場内に同伴する行為。 

（8）オークションの運営を妨害する行為、オークションの信用を毀損する行為、又はその   

おそれがある行為。 

（9）Ⅱ．５各号に該当する場合。 

（10）本規約、法令、規則に違反する、又は違反するおそれのある行為。 

（11）会員又は会員の役職員に関して、刑事事件に関与若しくは報道機関による不正行為  

 の情報（記事掲載及び報道）等の類似した不安要素が判明した場合。 

（12）当社の許可なく出品者、落札者又は旧名義人に連絡をとる行為。 

（13）盗難品、差押品、仮差押品、ローン中、リース契約中、その他法的問題がある、又は

あるおそれがあるもの、及び留置権、抵当権、質権等の制限物権の付着したもの又は

そのおそれのあるもの、その他所有権の移転に制限が付され又は完全な所有権を所

有していないものを出品した場合。 

（14）当社が管理する敷地内において、当社の許可なく写真・動画撮影および録画等を行う

こと。 

（15）当社が管理する敷地内において、自らまたは当社、その他第３者が撮影または録画し

た写真・動画・音声等を当社の許可なく使用すること。 

（当社のホームページや SNS に掲載している画像を含むが、それに限られない。） 

（16）その他、当社が会員として不適格と判断する行為。 

 

４.個人情報の取扱 

当社は、下記利用目的のため、会員の個人情報を取得するものとします。個人情報とは、 

氏名、住所、電話番号、生年月日、オークションの取引履歴等であって、特定の個人を識別

することができる情報をいいます。取得した会員の個人情報については、情報漏洩、流用、

改ざん、紛失等の防止の対策を講じ、適切に管理するものとします。 

（1）オークションの運営に伴うサービスの提供。 

（2）サービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと、及びその案内をすること。 
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（3）他オークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること。 

（4）一般社団法人日本オートオークション協議会への提供。 

（5）その他オークションの営業に関する行為。 

 

５.反社会的勢力排除 

 入会希望者又は会員が、個人又は団体であるかを問わず、次の各号のいずれかに該当し 

た場合には、当社は何らの事前通告を要しないで、入会の拒絶、会員の取消、オークショ 

ン参加の拒否、又は出品・落札の取消ができるものとします。この場合、入会希望者又は 

会員に損害が生じても、当社はこれを一切賠償する義務を負わず、入会希望者又は会員は、 

当社が被った損害の補償をする義務を負うものとします。 

（1）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ 

又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者（以下、反社会的勢力と称します）

である場合、又は反社会的勢力であった場合。 

（2）経営に反社会的勢力が実質的に関与している、又は関与していたと認められる場合。 

（3）反社会的勢力が利用している、又は利用していたと認められる場合。 

（4）反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしている、又は

関与していたと認められる場合。 

（5）従業員、役員若しくは相手方経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的

に非難されるべき関係を有している、又は有していたと認められる場合。 

（6）自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行

為、 

脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他

これらに準ずる行為に及んだ場合。 

（7）公序良俗に反する行為をしている、又はしていたと認められる場合。 

 

６.保証金 

 会員は、当社が別途定める保証金を当社に差し入れ、当社はこれを無利息で預かるものと

します。保証金は、会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するものとします。 

 

７.連帯保証人 

（1）連帯保証人は、会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務、会員が当社

の業務提携等により参加可能となった他社オークションに参加することによって当

社に対して負担する一切の債務、及びオークションへの参加による債務に限らず、会

員が当社とのすべての取引において負担する一切の債務について、会員と連帯して責

任を負うこととします。 

（2）前号により、連帯保証人に生じる責任は、会員の現在及び将来の債務を対象とし、 

5,000 万円を限度とします。 

（3）連帯保証人は、会員がⅡ．２に基づき会員登録を更新した後においても、会員の債務

について会員と連帯して責任を負うものとします。 

 

Ⅲ.運営規定 

１.オークションの方式     

（1）オークションはリザーブド方式とテンダー方式とし、リザーブド方式ではポス・コン

ピュータシステムでのセリ参加となり、テンダー方式ではＡＩ－ＮＥＴ、ＦＡＸ、会

場内不在応札機でのオークション参加となります。なお、当社は、その裁量により、

コーナーごとに参加の方法を決めるものとします。 

（2）リザーブド方式では、売切金額より低い金額でスタートし、会員の入札価格が売切金 
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額に到達した後は最高金額を入札した会員が落札権利者となります。会員の入札価格

が売切金額に到達しない場合は、流札となります。尚、オークション取引の成約率向

上、迅速化を図るため、会員による入札がない場合でも、売切金額まではコンピュー

タシステムにより自動的に入札がなされ、入札価格がセリ上がります。 

 (3) テンダー方式では、事前に入札価格を受付し、会員の入札価格が希望金額を超過し、

且つ最高金額を入札した会員が落札権利者となります。二人以上が同一価格の場合、

先着順とします。希望金額に入札価格が到達しない場合は、流札となります。 

（4）オークション取引の基本的な仕組みとして、会員である参加者が出品又は応札による

参加をし、中古機械・中古車両の売買を行います。この時当社は、中古機械・中古車

両の売買の仲介を行うと共に、売買契約に基づく義務履行を仲立ちします。売買契約

の成立は、当社が会員に対し確認意思表示を行ったときとし、確認意思表示とは次の

各号のとおりとします。確認意思表示により出品者と落札者との間に売買契約が成立

（以下、売買契約の成立を成約と称することがあります）するものとします。 

① オークション会場内でのポス席による参加又はインターネットによる参加を問わず、

オークションに参加するために会員が使用するコンピュータの画面上において、落札

した旨の表示がされることにより確認意思表示とします。 

② 商談による落札の場合は、商談を申し込まれた側の会員の承諾する旨の意思表示に

より、確認意思表示とします。 

③ ファクシミリによる入札参加が認められる場合は、当社が会員に対してその取引内

容等を記載した計算書又は落札機械の車両引取証をファクシミリにより発信するこ

とをもって、確認意思表示とします。 

（5）流札した（売買契約が成立しなかった場合）場合、流札した中古機械・中古車両の

売買を希望する会員は、当社が定めた方法にて落札及び売却をすることができるも

のとします。尚、その際の手数料については別途当社が定めるものとします。 

※別紙参照 

 

２.決済 

（1）オークション終了後、当社は、会員との全取引（オークション取引、オークション以

外の物品取引、ＡＩ－ＮＥＴを含む当社が提供する一切のサービスに基づく取引）に

より発生する債権・債務について、その取引内容、債権・債務に対する金額を記載し

た明細（以下、オークション計算書と称します）をオークション開催毎にファクシミ

リにて会員に送付するものとします。 

（2）会員は、当社から送付されたオークション計算書に記載された売買価格、諸手数料 

（消費税及び地方消費税を含みます）を、オークション開催日当日を含む７日以内に、

一括にて当社の指定する銀行口座に振込む方法により（振込手数料会員負担）支払う

ものとし、当社は着金確認をもって決済するものとします。尚、小切手による支払は

認められないものとします。 

（3）会員が当社に対して、債務の支払を怠ったときは、当社が主催するオークションや当

社が提供するサービスには参加・利用できないものとし、また、年利１４．６％の割

合による遅延損害金を支払うものとします（当社オークション以外の当社と会員との

間の物品取引が生じた場合における代金決済遅延時も同様とします）。 

（4）当社が出品者に落札機械・落札車両代金等を立替払いしたにもかかわらず、落札者が

定められた期日までに落札機械・落札車両代金及び手数料等を振り込まなかったとき

は、当社は出品者に通知して、落札機械・落札車両の所有権を当社に移転させること

ができます。この場合、落札者は当社が本項（６）号に基づいて落札機械・落札車両

を他に処分するまでは、落札機械・落札車両代金、手数料等、本項（３）号に定める

遅延損害金、違約金等を当社に払い込んで、落札機械・落札車両の所有権を当社から

取得することができます。 
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（5）落札機械・落札車両のキャンセルがあり、当社が落札者に当該機械・当該車両代金等

を立て替払いしたにもかかわらず、出品者が定められた期日までに当該機械・当該車

両代金及び手数料等を振り込まなかったときは、当社は落札者に通知して、当該機械・

当該車両の所有権を当社に移転させることができます。この場合、出品者は当社が本

項（６）号に基づいて、当該機械・当該車両を他に処分するまでは、当該機械・当該

車両代金、手数料等、本項（３）号に定める遅延損害金、違約金等を当社に払い込ん

で、当該機械・当該車両の所有権を当社から取得することができます。 

（6）当社は、出品者及び落札者に事前に通知することなく、本項（４）号及び５号によっ

て当社に所有権を移転させた落札機械・落札車両を他に処分し、処分代金から処分に

要した費用を控除した残額をもって、出品者及び落札者に対する落札機械・落札車両

代金、立替金、手数料等、遅延損害金及び違約金等を精算することができるものとし

ます。尚、処分がなされる間に落札機械・落札車両に課される自動車税及び名義変更

等にかかる費用の負担者は当社裁量にて決定するものとします。 

（7）会員の債務の履行期限が当社休業日となる場合、当社は、当該期限の変更を行うこと

ができるものとし、変更後の期限をオークション会場での提示及びホームページ

（URL：http://www.araiaa.jp/）に掲載するものとします。 

 

Ⅳ.出品規定 

１.取引条件 

（1）出品者は、出品時には出品手数料を、成約後は成約手数料を、それぞれ当社に支払う 

ものとします。 

※別紙参照 

（2）出品者は、売買契約が成立した中古機械・中古車両（以下、成約機械・成約車両とも

称します）については、当社が定める誓約書兼販売証明書の原本又は日本建設機械工

業会が発行する譲渡証明書、及び新規登録、移転登録、抹消登録に必要な譲渡書類で、

全国どこの陸運支局でも登録可能な書類（以下「譲渡書類」といいます。）、陸運支局

管轄のナンバープレートをつけた成約機械・成約車両については、譲渡書類を、それ

ぞれ当社に提出するものとします。 

※別紙参照 

（3）当社による成約機械・成約車両代金等の支払は、当社が特に定める場合を除き、出品 

者が前項の書類を当社に提出し、不備がないことを当社にて確認後、出品者へなされ

るものとします。尚、出品者が当社に対して、落札機械・落札車両代金等の支払債務

又はその他の債務を有している場合には、当社は、成約機械・成約車両代金等と同支

払債務とを相殺して決済できるものとします。 

（4）出品者は、売買契約成立後には、原則としてキャンセルできないものとします。ただ

し、出品者は、当社が定める違約金と手数料を当社に支払うことを条件に、成約後１

時間以内に限りキャンセルできるものとします。なお、違約金は当社を通じて落札者

が受け取り、手数料は当社が受け取るものとします。 

※別紙参照 

（5）出品者は、オークション開催日当日を含む４日以内に流札機械・流札車両を搬出しな

かった場合は、出品者には通知されず流札機械・流札車両は自動的に再出品となり、

以降も同様とします。 

（6）出品者は、当社への流札機械・流札車両の搬出の意思を示した場合で、オークション

開催日当日を含む４日以内に搬出しなかったときには、当社は出品者に対して、保管

料を請求できるものとします。 

※別紙参照 

（7）出品者は、搬出入の際は、道路交通法、その他法令を遵守するものとします。 
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（8）成約機械・成約車両に不具合があり、搬出に支障をきたすおそれがあると当社にて判 

断した場合、当社は当該成約機械・成約車両の修理その他対応を行うことができるも

のとし、その修理・対応費用は、原則としてオークション開催日を含む１０日以内は

出品者が負担するものとします。ただし、現車の状態、査定票、出品票に記載された

内容等に鑑み、成約機械・成約車両の不具合が落札者により生じたと言える場合には、

例外的に落札者が修理・対応費用を負担するものとし、この判断は当社裁量にて決定

するものとします。また、１０日を経過した以降の成約機械・成約車両の不具合に対

する修理、対応費用は落札者が負担するものとし、当社は一切の責任を負わないもの

とします。 

（9）当社が出品者の出品した機械・車両（以下「出品機械・出品車両」と称します）を査

定（出品検査）する時及び出品機械・出品車両の移動時や展示時において、時間経過、

気候変化等により出品車両・出品機械に不具合の増加・進行や新たな不具合が発生し

ても、当社は一切の責任を負わないものとし、その修理・対応費用については出品者

が負担するものとします。 

２.出品申込方法 

（1）出品者は、出品申込書内の必要事項を記載し、オークションに出品する中古機械・中

古車両の搬入時に提出するものとします。また、出品申込書の記載に不備があり、当

社からの確認がとれない場合、出品保留になることがあります。 

（2）出品者は、冠水、転倒、試作機、その他重大な不具合（走行が出来ない、重要部品の

作動に不具合がある・欠品している等であり、当社判断とします）に該当する出品機

械・出品車両に関しては、必ず出品申込書に記載しなければならないものとします。 

（3）出品機械・出品車両の査定（出品検査）及び移動の際に、燃料不充分・バッテリー不

具合・洗車必要と当社が判断した場合は、出品者に事前通告することなく、当社が有

償にてその処置（燃料補給・バッテリー交換・洗車）をすることができ、当該処置に

伴って発生した費用は出品者に請求するものとします。 

※費用については別紙参照 

（4）当社は、出品機械・出品車両の査定（出品検査）及び移動の際に、当社所有の指定フ

ォークリフトを使用すると判断した場合、別紙記載のフォークリフト使用料金を出品

者に請求できるものとします。 

（5）出品者は、当社の「建機オークション機種別区分表」に基づく、「超大型」・「超超大型」

の出品機械・出品車両を搬入する際は、事前に当社まで連絡するものとします。 

※別紙参照 

（6）出品者は、機械・車両をオークションに出品する際、出品機械・出品車両を当社の出

品条件を満たす、出品が可能な状態で搬入するものとします。 

搬入後の出品機械・出品車両への加修や部品交換等は、当社からの修理依頼が無い限

り、原則として認めないものとします。また、搬入後に出品機械・出品車両が出品不

可な状態であると判断された場合、理由の如何を問わず、当社が搬出を要求して４日

を経過した以降、出品店は当社に対して出品機械・出品車両の保管料等が発生するも

のとし、この場合、当社の保管責任は自己の物と同一とします。 

※保管料の計算方法は別紙参照 

（7）当社による出品機械・出品車両の査定（出品検査）及び移動の際に、当社により出品

不可と判断された場合は、当社は出品者に報告後、出品者の依頼により、出品機械・

出品車両を出品可能にするための修理を代行し、請け負えるものとします。この修理

に関わる費用等はオークション計算書にて出品者に請求するものとします。また、こ

の修理に関して一切の責任（瑕疵担保責任や契約不適合責任を含み、これらに限られ

ません。）を、負わないものとします。なお、当該機械・当該車両の状態などから、修

理費用が高額となると当社が判断した場合、当社はその修理を拒否できるものとしま

す。 



－ 7 － 

 

 

３.出品不可条件 

 当社は、本項に定める各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当社が別に定める場

合を除き、出品不可とすることができます。尚、出品者は、出品機械・出品車両が、本項

（1）号から（7）号のいずれかに該当するにもかかわらず出品され、成約となった場合に

は、出品者が善意無過失であっても、当社はキャンセルその他、当社が必要と考える措置

をとることができるものとし、出品者は落札者が被った一切の損害（逸失利益および違約

金等を除く）を賠償しなければならないものとします。 

また、本項（2）号及び（7）号に該当する出品機械・出品車両が出品され、成約となった

場合には、出品者は当該機械・当該車両の取得経緯などを記載した当社指定の報告書を、

当社に提出するものとし、報告書提出後、当社裁定により取引停止などの処分を科せるも

のとします。 

（1）自走不可及び燃料漏れ、オイル漏れ等が著しく酷いもの（危険かどうかを判断基準と 

し、裁定は当社とします）。ただし、自走不可機械のうち、外部電源供給により当社が

作動を確認できる機械、当社が定める自走不可機械の出品が可能なコーナーの出品機

械についてはこの限りではないものとします。 

（2）盗難品、差押品、仮差押品、ローン中、リース契約中、その他法的問題がある、又は

あるおそれがあるもの、及び留置権、抵当権、質権等の制限物権の付着したもの又は

そのおそれのあるもの、その他所有権の移転に制限が付され又は完全な所有権を所有

していないもの。 

（3）当社が委託する検査機関の基準にて機械の放射線量が０.３マイクロシーベルト/時間 

以上であるもの（尚、当社は、放射線量の測定結果及び放射線量の数値基準適合性に 

対し、一切の責任を負わないものとします）。 

（4）製造番号あるいは車体番号が確認できないもの及び改ざんされた、又は改ざんされた

おそれがあると当社にて判断したもの。 

（5）当社において海外使用機と判断されるもの、又、海外使用機の疑いがあると判断され

たもの。 

（6）オークションスタート金額・売切金額が現状の相場と大きく乖離し、落札が見込めな

いものや著しく低い設定のもの。 

（7）Ⅳ．2 項（2）号に該当する機械・車両であるにもかかわらず、出品申込書にその記載

がなされていないもの。 

（8）その他、当社が出品不可であると判断したもの。 

 

４.書類 

（1）出品者は、ナンバープレート付き建設機械及びクレーン車(トラック、ラフテレーン、 

オルタレーン)を出品し成約となった場合は、自動車検査証若しくは登録識別情報等通

知書、譲渡書類を当社（小山支店：〒329-0201 栃木県小山市粟宮 548）に提出しなけ

ればならないものとします。 

※別紙参照 

（2）出品者は、成約機械・成約車両の全ての書類を、オークション開催日当日を含む８日

以内に当社に提出しなければならないものとします。出品者が書類の提出を遅延した

場合は、当社は、出品者に対し、違約金を請求できるものとします。尚、譲渡書類と

建機工譲渡証（但し、建機工譲渡証があると申告していた場合に限る）の提出が遅延

した場合の違約金については当社を通じて落札者が受け取るものとします。 

※別紙参照 

（3）クレーン検査、譲渡書類の有効期限は、オークション開催月の翌月末以降の日でなけ

ればならないものとします。 

（4）リサイクル券がある場合は、出品者は、出品申込書にリサイクル料金を記載するもの
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とし、成約後に譲渡書類とともにリサイクル券を当社に提出するものとします。 

     ※別紙参照 

（5）自動車税の預り金は、オークション開催の翌月を起算とする当年度残月分相当額と 

します。 

※別紙参照 

（6）保安基準緩和機械・車両については、出品者は、出品申込書に緩和事項を記載する 

ものとします。 

（7）譲渡書類の有効期限が、オークション開催月より翌月末に満たないもので、有効期限

が、オークション開催日より２１日以上のものは、出品申込書に有効期限（名変期限）

を記載し、オークション開催日より８日以内に譲渡書類を提出するものとします。尚、

提出期限を過ぎたものは、早期名変ペナルティまたは譲渡書類差替の対象になります。 

※別紙参照 

（8）その他、出品者の責任に起因するトラブルは、当社の裁定とします。 

 

Ⅴ.落札規定 

１.取引条件 

（1）落札機械・落札車両は全てオークションヤード渡し、現状有姿とし、その品質につ 

いて、当社は何ら保証しないものとします。 

（2）当社が提供する出品機械・出品車両リスト、査定票・出品票、画像等は、あくまでオ

ークションにおける会員間取引に際しての参考情報であり、出品機械・出品車両の品

質を保証するものではなく、当社は記載内容については何ら保証しないものとし、そ

の記載内容に不適合・不一致が存在した場合についても一切責任を負わないものとし

ます。そのため、会員は出品機械・出品車両を落札するにあたっては、現車について

充分に下見をするものとします。また、外部落札参加による場合も、下見代行サービ

ス等により現車を充分に確認したうえで落札しなければならないものとします。尚、

同一機械・車両の同一事項について査定票・出品票と出品機械・出品車両リストが異

なるときは、査定票・出品票を優先させるものとし、英語版査定票・出品票の解釈に

差が生じる場合は日本語版査定票・出品票を優先します。 

（3）査定票・出品票記載の稼働時間は査定時のメーター表示の記載となります。メーター

の動作及びその正確性については保証いたしません。 

（4）当社が落札者から入金を確認した時点で、落札機械・落札車両の所有権は出品者から

落札者に移転され、落札者は、所有権移転後、落札機械・落札車両を当社から搬出す

ることができるものとします。 

（5）落札者は、落札（成約）後のキャンセルは、原則できないものとします。ただし、落

札（成約）後１時間に限り、当社が定める違約金と手数料を条件にキャンセルできる

ものとします。違約金は当社を通じて出品者が受け取り、手数料は当社が受け取るも

のとします。 

※別紙参照 

（6）落札者は、オークション開催日当日を含む７日以内に落札機械・落札車両を搬出する

ものとします。 

※別紙参照 

（7）前号の期限内に落札者が搬出しない場合、当社は、落札者に対し、保管料を請求でき

るものとし、当社の管理責任は自己の物と同一とします。また、期限を超過した場合、

落札機械・落札車両について、時間経過、気候変動による不具合の進行、増加や新た

な不具合が発生しても、その現状復帰のための修理費用については、落札者が負うも

のとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 

※別紙参照 



－ 9 － 

 

（8）落札機械・落札車両の移動の際に、当社所有のフォークリフトを使用すると判断した

場合、別紙記載のフォークリフト使用代を落札者に請求するものとします。 

（9）落札者は、搬出入の際は、道路交通法その他法令を遵守するものとします。 

（10）落札機械・落札車両を搬出せず、再度オークションに出品する場合、落札者は、オー 

クション開催日当日を含む４日以内に、当社に申立てるものとします。 

（11）落札機械・落札車両に不具合があり、搬出に支障をきたすおそれがあると当社にて判 

断した場合、当社は当該成約機械・成約車両の修理その他対応を行うことができるも

のとし、その修理・対応費用の負担者は、原則としてオークション開催日当日を含む

１０日以内は出品者が負うものとします。但し、現車の状態、査定票・出品票に記載

された内容により、当社裁量にて落札者を負担者と決定することもあります。 

（12）落札機械・落札車両に不具合があり、搬出が不可能な場合であっても、陸送費用等、

その他運搬に関わる費用等については、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

２.書類 ※別紙参照 

（1）ナンバープレート付の落札機械・落札車両及びクレーン検査証の有効期限がある落札

機械・落札車両に関しては、落札者は、オークション開催月の翌月末までに移転抹消・

廃止・移転登録等の手続きを行い、当社にその写しを提出しなければならないものと

します。また、上記登録が遅延した場合には、当社は落札者に対して、違約金を請求

できるものとし、また、違約金は、週ごとに加算されるものとします。違約金は当社

を通じて出品者が受け取るものとします。 

（2）落札者が落札機械・落札車両の名義変更前に交通違反等のトラブルを発生させ、出品

者及び旧所有者に迷惑をかけた場合、当社は、違約金を請求できるものとします。違

約金は当社を通じて出品者が受け取るものとします。 

（3）落札者が落札機械・落札車両の移転抹消の依頼、クレーン書類の廃止の依頼をする場

合、オークション終了後３０分以内に当社に申告するものとします。 

（4）クレーン書類「有」の機械・車両を成約し、落札者より廃止の依頼があった場合には 

出品者にて廃止するものとします。 

（5）落札機械・落札車両の車検満了日がオークション開催月から翌月末以内であった場合

は、出品者にて移転抹消するものとし、ナンバー回収等の費用は出品者負担とします。 

（6）落札者が、当社に抹消代行を申請する場合は、譲渡書類の発送前までにナンバープレ 

ートを当該オークションの当社開催事務局に提出し、当社に抹消代行費用を支払うも 

のとします。 

（7）当社は、落札者による落札機械・落札車両等の代金決済と引換えに、当該落札機械・ 

落札車両等の譲渡書類の引渡しをするものとします（なお、誓約書兼販売証明書は当

社が保管し、落札者には引き渡さないものとします。）。譲渡書類とは出品票に日本建

設機械工業会が発行する譲渡証明書または登録書類等について有と記載があった場

合に限ります。尚、落札者は、当該オークション開催日に機械・車両を出品しており、

出品成約機械・出品成約車両がある場合は、落札機械・落札車両等の代金決済に加え

て、全ての出品成約機械・出品成約車両等の譲渡書類の当社への提出と引換えに、当

該落札機械・落札車両等の譲渡書類の引渡しするものとします。 

（8）落札者は、譲渡書類を受領した際、不備がないか確認をする義務を負い、不備が 

  あった場合は、当社より書類発送後１０日以内に当社に連絡するものとします。 

期限内に連絡が無い場合は、落札者は、違約金その他請求はできないものとします。 

 

３.輸出管理の法令順守 

 落札者は、落札機械・落札車両を輸出する場合、落札者自らの責任で落札機械・落札車両

を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保

管及び使用等の目的や拡散その他いかなる軍事目的に関連する事に使用したり、第三者に
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使用させないものとし、日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律、

規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとる責務を負うものとします。 

 

 

Ⅵ.契約の解除 

１.所有権等の疑義と契約解除 

（1）落札機械・落札車両について、Ⅳ.3 項（2）号及び（7）号に該当する事由が存する場

合には、落札者は、当該事由に該当することを当社に申立するとともに、当社が、落

札者からの申立を認めた場合に限り、売買契約を解除することができるものとします。

なお、売買契約が解除された場合、警察、行政当局の指示により出品者に機械・車両

が返還されない場合や、返還された機械・車両がいかなる状態であっても、出品者は、

受領した機械・車両代金、落札者が負担した実費（逸失利益および違約金等を除く）

を支払うものとし、当社は契約解除が成立した後、オークション計算書にて、機械・

車両代金、実費を請求するものとします。また、本号による契約解除は、出品者に対

するペナルティ（当社裁量による）の対象となります。 

   但し、当該機械・車両が日本国外へ輸出（国内税関等通過を含む）した場合、対象外

とします。 

（2）前号によって契約が解除された場合には、出品者は、落札機械・落札車両が返還され

たか否かに関わらず、当該解除から７日以内に前号に規定するオークション計算書に

記載の金額を支払うものとします。 

（3）出品者が前号に違反した場合、当社は、落札者に通知し、落札機械・落札車両の所有

権を、当社に移転させることができるものとし、出品者に事前に通知することなく、

当該機械・当該車両を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した残額を

もって、落札機械・落札車両代金立替金、手数料等、遅延損害金及び違約金等を精算

することができるものとします。尚、処分がなされる間に落札機械・落札車両に課さ

れる自動車税及び名義変更等にかかる費用は出品者が負担するものとします。 

（4）本項によって契約が解除された場合には、当該機械・機械車両の出品者は、落札者が

被った一切の損害（逸失利益および違約金等を除く）を賠償しなければならないもの

とし、当社は一切損害賠償の責を負わないものとします。 

 

２.オークション取引として適当でない場合の解除 

（1）当社は出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても、出品者と落札者

との関係、出品または落札価格、出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み、

オークション取引として適当でないと判断した時は、当該売買契約を解除して無効に

することができるものとします。ただし、落札機械・落札車両代金等の支払い及び機

械・車両の搬出がいずれも完了しているときはこの限りではないものとします。 

（2）当社は、出品者と落札者との間で成立した売買契約が、オークション取引として適当

でない疑いがあるときは、出品者及び落札者から事情を聴取し、またこれらの者に当

社指定の報告書の提出を要求するなど、必要な調査を行うことができるものとします。

この場合、出品者及び落札者は、当社の調査に誠実に対応しなければならないものと

します。 

（3）当社は本項第（2）号の調査が完了するまでの間、落札者に対して、落札機械・落札車

両の搬出を制限し、出品者に対して、落札機械・落札車両代金等の支払いを停止する

ことができるものとします。 

（4）当社は、本項第（2）号の調査が終了し、当該売買契約を解除するときは、その旨を出

品者及び落札者に通知するものとします。 

（5）本項による売買契約の解除、その他当社の措置により、会員に損害が生じたとしても、
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当社はその損害を賠償する責任は無いものとします。 

 

３.出品機械・車両の所有に関する疑義等 

（1）出品機械・出品車両の所有に関し、出品者が所有権を有することについて疑いが生じ

た場合の契約解除の期限ならびに原状回復の方法については、当社が公平な立場に立

って、その状況を分析し、処理の方法を定めるものとします。この場合、出品者は当

社に対し、出品機械・出品車両の取得経緯を記載した当社指定の報告書を提出しなけ

ればならないものとします。 

（2）売買契約の解除、売買代金の減額請求、損害賠償請求及び追完請求は、本規約に規定

する場合に限って認められるものとし、それ以外の場合（民法上の契約不適合責任を

含み、それに限られません。）は認められないものとします。 

 

 

 

 

Ⅶ.紛争の処理 

１.紛争の処理 

 オークションの運営及び本規約に関して、会員間に生じた争いについては、当社が、公正 

かつ中立な立場で双方の利害を調整し、必要に応じて裁定を行うことができるものとしま

す。その場合、当事者双方は、当社の判断に無条件で従うものとします。 

また、当社の裁定に従わない場合、出品者及び落札者は、オークションにおける売買契約が

出品者と落札者の間に成立していることを理解し、当社を紛争の当事者とすることなく、出

品者と落札者の間で紛争を解決するものとします。 

 出品者及び落札者は、オークションにおける売買契約に関して生じた紛争につき、本規約

の定めに従って解決しなければならず、当社や当該売買契約の相手方に対し、本規約に定め

る方法以外の主張や請求等（例えば、錯誤無効や契約不適合責任などの民法上の規定に基づ

く主張やその他の法令に基づく主張や請求等）をすることはできないものとします。 

 

Ⅷ.雑則 

１.免責 

当社は、以下の場合において会員に発生した一切の損害について責任を負わないものと

します。 

（1）コンピュータのハードウエア及び設備故障等の原因によるオークション実施不能。 

（2）通信機器、通信回線、プログラム等の障害又は不具合等によるオークションの開催中

断・遅延・実施不能。 

（3）第三者によるシステムへの妨害、侵入、情報改変等によるオークション実施不能。 

（4）人災、天災等に起因するサービス提供の停止、提供情報の遅配等の発生。 

（5）以上に準じる事由の発生。 

 

２.賠償責任 

（1）会員が本規約に反した行為又は不正（盗難履歴等の出品事前確認義務違反等）若しく 

は違法に当社サービスを使用したこと等により、当社に損害を与えた場合、当社は、

会員又は会員希望者に対し、損害賠償の請求（弁護士費用を含む）を行う場合がある

ものとします。 

（2）オークションの参加に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与え  

   た場合、又は会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、会員は自己の費用 
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  と責任でこれを解決するものとし、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとしま 

す。 

（3）当社は、オークションの開催にあたり機械および車両の搬入から搬出期限までの間、 

盗難は当社が保証しますが、当社内において、盗難が発生した場合は、セリ前の機械・ 

車両または流札機械・流札車両については、同種、類似機械・車両の当社による平均 

取引価格を損害の限度とし、成約機械・成約車両については、落札価格をもって損害 

の限度とします。 

（4）当社は、オークションの開催にあたり機械および車両の搬入から搬出期限までの間、

損傷は当社が保証しますが、当社内において、当社査定（出品検査）、移動及び出品展

示等における人的な機械及び車両の損傷が発生した場合は、機械及び車両の修理を基

本とします。但し、修理に掛かる費用が、以下の場合は、他の解決方法とします。 

 ① セリ前の機械、車両または流札機械・流札車両については、当社における同種、類似 

機械または車両の平均取引価格を上回る場合。 

 ② 成約機械・成約車両については、落札価格を上回る場合。 

 ③ その他、当社の責任が認められない場合。 

（5）当社内において、盗難や部品損害等が発生した場合は、標準装備品に限り損害として 

扱うものとし、かつ同種の中古部品の提供または中古部品時価相当額をもって損害賠 

償の限度とします。 

（6）前３号にかかわらず、放置機械・放置車両等正当な手続きのない機械・車両や地震・ 

     ひょう・大雪・洪水・その他の天災や時間経過・気候変動を要因とした不具合など、

当社の責任が認められない事由により発生した瑕疵や損傷は、当社は保証の対象とし

ないものとします。 

（7）陸送業者が起こした事故等については、オークション会場内で発生した場合であって

も、当社は責任を負わないものとします。またこの場合、陸送業者を依頼した会員が、

全ての損害を賠償するものとします。 

 

３.管理 

 当社が作成する車両情報等の登録データの知的所有権ならびに使用権は、当社に専属的

に帰属するものとし、会員及び第三者が当社の許可なくこれを転載する等、再利用すること

を禁ずるものとします。 

 

４.通知 

 当社は、規約その他、一切の通知をする場合、会員から届け出られた住所に対して行うも

のとします。尚、当社が当該住所宛に通知を発送した場合で、当該通知が到着しないときは、

それが通常到着すべきであったときに、到着したものとみなします。 

 

５.準拠法 

 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 

６.協議及び管轄 

 本規約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合には、当社と会員が誠実に協議し、

解決するものとします。当社との取引、運営、その他本規約に関しては日本の法令に基づき

解釈され、本規約又はオークションに基づき、若しくは関連して紛争が生じた場合には、東

京地方裁判所又は東京簡易裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

７.本規約の改定 

 本規約の改定は、当社は、その運営上必要且つ相当であると認める場合、本規約を改定で
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きるものとします。この場合、会員の権利義務その他当社の運営・管理に関する条件は、変

更後の規約によるものとします。尚、変更規定の内容は、オークション会場内にて開示する

他、書面での通知、当社のホームページ等にて行うものとします。 

 

附則 

第 1 条（施 行） 

 

本規約は、平成２９年４月１日から施行します。 

本規約は、平成３０年６月１日一部改訂、施行。 

本規約は、平成３０年１２月１日一部改訂、施行。 

本規約は、令和２年４月１日一部改訂、施行。 

本規約は、令和２年８月１５日一部改訂、施行。 

本規約は、令和２年１０月１日一部改訂、施行。 

本規約は、令和３年１０月１日一部改訂、施行。 



アライ建機オークション規約 別紙 

 
<オークション手数料>（税別） 

①建機オークションパートⅠ 

 油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー、スキッドステアローダー、ショベルローダー 
 モーターグレーダー、キャリアダンプ、ダンプトラック、ロードローラー、クローラクレーン、 
 カニクレーン、フィニッシャ、高所作業車、クローラドリル、スタビライザ、ロードカッター、除雪機、 
 ゲレンデ整備機、自走式破砕機、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン等 
 

区分 出品料 成約料 落札料 
AI-NET建機限定会員 

落札料 

ミニミニ 10,000円 18,000円 18,000円 23,000円 

ミニ 14,000円 28,000円 23,000円 28,000円 

小型 15,000円 35,000円 25,000円 35,000円 

中型 25,000円 50,000円 30,000円 40,000円 

大型 40,000円 80,000円 40,000円 50,000円 

超大型 100,000円 100,000円 60,000円 70,000円 

超超大型 150,000円 150,000円 110,000円 120,000円 
 
  ※区分の詳細に関しましては別紙の機種別区分表をご参照ください。 
 
 

②建機オークションパートⅡ 

 フォークリフト、コンプレッサー、発電機、スイーパー、ターレットトラック、トーイングトラクター、 
小物（ランマー、プレート、コンクリートカッター、投光機、アタッチメント等） 

 

区分 出品料 成約料 落札料 
AI-NET建機限定会員 

落札料 

小物 5,000円 5,000円 5,000円 10,000円 

ミニミニ 8,000円 12,000円 13,000円 18,000円 

ミニ 12,000円 18,000円 20,000円 25,000円 

小型 15,000円 25,000円 25,000円 35,000円 

中型 20,000円 30,000円 30,000円 40,000円 

大型 30,000円 50,000円 40,000円 50,000円 

超大型 50,000円 50,000円 60,000円 70,000円 

超超大型 100,000円 100,000円 110,000円 120,000円 
 
  ※区分の詳細に関しましては別紙の機種別区分表をご参照ください。 
 
 
③農業機械 

 トラクター、コンバイン、田植機、耕うん機、管理機、バインダー、ハーベスト、農業用運搬車両 
 草刈機、芝刈機、水田溝切機、培土機、各種野菜収穫、肥料散布機、乾燥機、籾摺り機、脱穀機、精米機、 
 米選機、ハイクリブーム、ロールベーラ、樹木破砕機、薪割り機、刈り払機、チェンソー、ヘッジトリマー 
 トラクター作業機(運搬機・トレーラーを含む）、穀物運搬コンテナ 等 
 

区分 出品料 成約料 落札料 
AI-NET建機限定会員 

落札料 

小物 5,000円 5,000円 10,000円 15,000円 

ミニミニ 6,000円 10,000円 15,000円 20,000円 

ミニ 8,000円 15,000円 18,000円 23,000円 

小型 10,000円 18,000円 23,000円 33,000円 

中型 15,000円 25,000円 28,000円 38,000円 

大型 18,000円 35,000円 40,000円 50,000円 
 
 ※区分の詳細に関しましては別紙の機種区分表をご参照ください。 



<商談・逆商談手数料> 

  商談によって成約した場合、落札料は上記<オークション手数料>に記載された落札料の金額に、 
  5,000円を加算した金額となります。 
  逆商談によって成約した場合、成約料は上記<オークション手数料>に記載された成約料の金額に、 
  5,000円を加算した金額となります。 
 
 
<保管料>（税別） ＊搬出期限内に搬出しない場合、保管料を請求致します。 

①建機オークションパートⅠ 

 建設機械(油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー、スキッドステアローダー、ショベルローダー 
 モーターグレーダー、キャリアダンプ、ダンプトラック、ロードローラー、クローラクレーン、 
 カニクレーン、フィニッシャ、高所作業車、クローラドリル、スタビライザ、ロードカッター、除雪機、 
 ゲレンデ整備機、自走式破砕機、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン等） 
 

区分 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 

一週間ごと 10,000円 14,000円 15,000円 25,000円 40,000円 100,000円 150,000円 
 
※区分の詳細に関しましては別紙の機種別区分表をご参照ください 

 
②建機オークションパートⅡ 

 フォークリフト、コンプレッサー、発電機、スイーパー、ターレットトラック、トーイングトラクター、 
小物（ランマー、プレート、コンクリートカッター、投光機、アタッチメント等） 

 
区分 小物 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 超大型 超超大型 

一週間ごと 5,000円 8,000円 12,000円 15,000円 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円 
 
※区分の詳細に関しましては別紙の機種別区分表をご参照ください 

 
③農業機械 

 トラクター、コンバイン、田植機、耕うん機、管理機、バインダー、ハーベスト、農業用運搬車両 
 草刈機、芝刈機、水田溝切機、培土機、各種野菜収穫、肥料散布機、乾燥機、籾摺り機、脱穀機、精米機、 
 米選機、ハイクリブーム、ロールベーラ、樹木破砕機、薪割り機、刈り払機、チェンソー、ヘッジトリマー、 
 トラクター作業機(運搬機・トレーラーを含む）、穀物運搬コンテナ 等  

区分 小物 ミニミニ ミニ 小型 中型 大型 

一週間ごと 5,000円 6,000円 8,000円 10,000円 15,000円 18,000円 
 
 
<バッテリー交換費用>（税別） 
 

サイズ 30A19(R/L) 44B19(R/L) 65B24(R/L) 90D23(R/L) 95D26(R/L) 115D31(R/L) 130E41(R/L) 130F51 155G51 

請求額 5,700円 5,700円 7,800円 10,300円 10,800円 10,800円 13,500円 14,000円 18,500円 
 

サイズ 4L-BL 5L-BS 7L-BS 9-BS 12-BS 14-BS 

請求額 4,600円 5,900円 6,500円 6,700円 8,700円 8,800円 
 
※上記価格表はバッテリー1台と交換工賃を含む価格です。 
※出品される当該オークション計算書にて請求いたします。 
 
 
<洗車費用> （税別）*出品料同額  

※区分の詳細に関しましては機種別区分表をご参照ください。 
※出品される当該オークション計算書にて請求いたします。 
 
 
<下見代行費用>（税別） 
 

内容 下見代行FAX回答(5項目) 下見代行電話回答(5項目) 下見代行写真撮影送信（5件） 

請求額 500 円 1,000 円 1,000 円 
  
※作業発生日直近開催のオークション計算書にて請求いたします。 
 
 
  



<その他費用>（税別） 

操作代行 ＊オークション開催日のみ 
 

内容 下見操作 

請求額 3,000 円 
 
※作業発生週の当該オークション計算書にて請求いたします。 
 
 

<AI-NET利用料金>（税別）            

入札料： 100円/台  
AI-NETリアル月会費： 3,980円 
AI-NETリアル月会費（AI-NET建機限定会員）： 5,980円 
AA 在庫掲載料（出品料）: 0円/台 
AA 在庫成約料: 5,000円割増/台 
AA 在庫落札料: 当社規定落札料 
 

 

<当社指定フォークリフト使用料金>（税別） 

2,000円/1台 

3,000円/1台（ベイサイド第 1会場） 

  



<搬入時間> 

曜日 

搬入時間 

関東会場 

（小山市） 
仙台会場 福岡会場 

ベイサイド第 1 会場 

（東扇島） 

関西会場 

（大阪市） 

日 禁止 禁止 禁止 禁止  

 

 

24時間※ 

月 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 

火 9：00～17：00 9：00～17：00 禁止 9：00～18：00 

水 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 

木 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 

金 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 

土 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 
 
※搬入期限は前週木曜日 17：00 迄（ベイサイド第 1会場のみ 18：00迄）とし、以降に搬入された機械は 

次週扱いとさせて頂きます。 
※関西会場のフォークリフト貸出時間及びスロープ使用可能時間は、9:00～17:00 となります。 
 
 

<搬出時間> 

曜日 

搬出時間 

関東会場 

（小山市） 
仙台会場 福岡会場 

ベイサイド第 1 会場 

（東扇島） 

関西会場 

（大阪市） 

日 禁止 禁止 禁止 禁止 9:00～17:00 

月 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 9:00～17:00 

火 

該当機 

セリ終了後 

～18:00 

（セリ終了時間に応じ 

最大～20:00） 

 

該当機 

セリ終了後 

～17:00 

 

 

禁止 

 

該当機 

セリ終了後 

～18:00 

該当機 

セリ終了後 

～17:00 

水 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 9:00～17:00 

木 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 9:00～17:00 

金 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 9:00～17:00 

土 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～18：00 9:00～17:00 

 

<違約金> 

項目 料金 

成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 200 万円未満の機械・車両 100,000 円 

成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 200 万円以上 500 万円未満の機械・車両 200,000 円 

成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 500 万円以上の機械・車両 300,000 円 

支払遅延による売買契約解約 落札金額の 25％ 

名義変更を怠り出品者及び旧所有者にトラブルが発生した場合 50,000 円及び実費 

出品者及び旧所有者等に迷惑をかけた場合 50,000 円及び実費 

 

  



<書類細目> 

1.書類提出期限 ○オークション開催日を含む８日以内 

2.書類提出先 ○〒329-0201 栃木県小山市粟宮 548 荒井商事株式会社小山支店 

3.譲渡書類の有効期限 ○オークション開催日から翌月末以上。 

○査定票に有効期限の記載があるものは、オークション開催日を含む 8 日 

 以内に提出したものに限り受付けします。 

4.書類遅延及び紛失当による 

 違約金 

○書類提出がオークション開催日から９日以降の場合、下記のとおり 

 遅延違約金の対象となります。 

９日以上 16 日未満の遅延の場合 10,000 円 

16 日以上 23 日未満の遅延の場合 20,000 円 

23 日以上 30 日未満の遅延の場合 30,000 円 

30 日以上 37 日未満の遅延の場合 50,000 円 

37 日以上遅延の場合 週ごとに 10,000 円の加算 - 

○出品者が譲渡書類の引渡しができない場合または、オークション開催日 

 より 23 日以上未提出の場合、落札者はキャンセル可能とします。 

 オークション開催日を起算日としキャンセル違約金及び実質の支払いを 

 要するものとします。キャンセル違約金は下記の通りになります。 

出品者が当社に対し、オークション開催日から 8 日以内に

申告した場合 
100,000 円 

9 日以上 16 日未満の場合 110,000 円 

16 日以上 23 日未満の場合 120,000 円 

23 日以上 30 日未満の場合 130,000 円 

30 日以上 37 日未満の場合 150,000 円 

37 日以上の場合、週ごとに 10,000 円の加算 - 
 

5.自賠責保険 ○自賠責保険は自家用とし、離島料金当による追徴金は出品者の 

 負担とします。 

○出品者が出品申込書に使用の本拠の所在地が離島である旨を申告 

 した場合、追徴金は落札者の負担とします。 

6.継続検査用納税証明書 ○車両にナンバーが付いているもの(査定票に抹消出品等の記載があるも 

 のは除く)は、移転登録(継続)扱い。この場合、自動車税は完納されて 

 いるものとします。 

○車検満了日が、同年度内(翌年 4 月・5 月を含む)で、譲渡書類に継続検査 

 用納税証明書が添付されていない場合、落札者は、車両の車検満了日 

 1 か月前より請求できるものとします(電子確認できる場合は除く)。 

○出品者は、オークション開催事務局の請求日より 8 日以内に提出し、9 日 

 以降 5,000 円、それ以降 7 日遅延するごとに 5,000円の違約金とします。 

 (上限 30,000 円まで) 

○自動車税未納が発覚した場合は、出品者に違約金を科すものとします。 

 (違約金の金額は、30,000 円とします。また、自動車税を建て替えた 

 場合は、自動車税相当額を出品者に請求するものとします）。 

7.リサイクル券 ○リサイクル料金は出品者の申告とし、資金管理料金は含まれないもの 

 とします。 

○リサイクル料金の申告が無いものは、車両金額に含み再精算は行わ 

 無いものとします。 

○譲渡書類と共に提出しない場合は、書類不備扱いとします。 

8.早期名変の違約金 ○譲渡書類の有効期限が規定の期限により短く落札者に承諾が得られたもの 

 に限るものとし、出品者に違約金 10,000 円を科すものとします。 

 

 

 

 

 

 



9.譲渡書類再交付の違約金 〇譲渡書類一式の再交付の違約金は、下表の合計金額及び当社 

 が相当額と認めたものとします。 

○譲渡書類(一部)再交付の違約金は、下記金額とします。 

a.印鑑証明 50,000 円 

b.委任状・譲渡証 各 30,000 円 

c.申請依頼書・OCR 等 各 10,000 円 

d.委任状・譲渡証の書き損じ 各 10,000 円 

○自賠責保険の再交付は、不可とします。 

○出品者が譲渡書類の再交付ができない明らかな事由がある場合は 

 再交付義務を負わないものとします。 

10.名義変更期限 ○オークション開催月の翌月末までに完了しなければなりません。 

○査定票に有効期限の記載があるものは、その期限以内までに完了 

 しなければなりません。 

○名義変更通知はオークション開催月の翌々月 5 日(休館日の場合は、 

 翌日)までに提出とします。 

11.名義変更遅延の違約金 ○名義変更期限を超えた場合の違約金は 10,000 円とし、以降週ごとに 

 10,000 円加算とします。 

12.書類不備の違約金 ○新規登録・移転登録・抹消登録ができない場合、落札者の申告日より 

 9 日以降 10,000 円、且つ 7 日を遅延するごとに 10,000 円加算するものと 

 します。(上限 50,000 円) 

○新規登録・移転登録・抹消登録等に必要な措置が落札者からの申告日 

 より 23 日以上遅延した場合は、書類細目 4 と同様の扱いとします。 

13.抹消代行手数料 ○10,000 円(税別)/件 

14.登録事項証明手数料 ○3,000 円(税別)/件 

15.自動車税 【名義変更後の清算方法】普通車 

○移転登録⇒全額出品者に支払い 

○オークション開催月内に抹消⇒全額落札者に支払い 

○オークション開催月の翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品者に支払い 

 残額を落札者に返金 

16.自動車税の再精算 ○名義変更後抹消を行った日を含む当社 5 営業日以内に連絡の上 

 (17 時迄)、車検証等の写しが当該開催事務局に到着したものに限り、  

再清算できるものとします。 

17.ナンバー外し手数料 ○3,000(税別)/件 

18.実費 ○陸送費、加修費等の他に当社が認めた費用とします。 

○販売利益は含まないものとします。 
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アライ建機オークション参加要領 

 
荒井商事株式会社（以下、当社と称します）が主催するアライ建機オークション（以下、オークションと称します） 

への参加は、オークション参加要領（以下、本参加要領と称します）の内容を理解し、ご了承頂いた参加者に 

限ります。 

尚、本参加要領はアライ建機オークション規約（以下、規約と称します）に一部則した内容となっており 

本参加要領以外の規定は規約に全て準じます。 

 
１．オークション会場    ＊セリ会場と出品機展示会場は分かれていますのでご注意ください。 

 セリ会場 出品機展示会場 

名称 アライオートオークション小山会場 アライ建機オークション関東会場 

住所 栃木県小山市粟宮548 栃木県小山市神鳥谷2259-9 

TEL 0285-45-1555 0285-39-8818 

FAX 0285-45-8446 0285-39-8851 

アクセス 
電車をご利用の方 JR小山駅よりタクシーで15分 

お車をご利用の方 東北自動車道 佐野藤岡ICより40分 
       圏央道 五霞ICより30分 

駐車場 収容台数約150台 収容台数約50台 

会場間往来 シャトル運行(オークション開催日のみ) 

定休日 日曜日 

 
２．遠隔地 

名称 関西会場(大阪市) 福岡会場 仙台会場 ベイサイド第1会場（東扇島） 

住所 
大阪府大阪市大正区 
鶴町３丁目26-28 

福岡県糟屋郡新宮町 
大字上府683-1 

宮城県黒川郡大和町 
宮床森の腰135-1 

神奈川県川崎市川崎区 
東扇島90 

TEL 06-4395-5274 0285-39-8818 022-346-2101 044-288-7788 

FAX 06-4395-5315 0285-39-8851 022-346-2820 044-288-0080 

アクセス 

JR大正駅より 

タクシーで20分 

JR新宮中央駅より 

徒歩20分 

JR仙台駅より 

タクシーで40分 

川崎駅より 川崎市営バス40分 

横浜駅より YCAT30分 

阪神高速 天保山出口より
10分 

九州自動車 古賀ICより 
15分 

東北自動車大和IC・泉ICより
15分 

首都高湾岸線東扇島出口より
5分 

駐車場 駐車場有 

定休日 日曜日 

 
３．コーナー 

コーナー名 出品No. 出品機械 

建機パートⅠ 9001～ 
油圧ショベル、ブルドーザー、ホイールローダー、ショベルローダー、スキッドステアロー
ダー、グレーダー、キャリア(クローラ)ダンプ、重ダンプ、ロードローラー、アスファルトフィ
ニッシャ、高所作業車、カニクレーン、ラフテレーンクレーン、トラッククレーン等が出品 

建機パートⅡ 9601～ 
フォークリフト、コンプレッサー、発電機、ランマー、プレート、コンクリートカッター、ターレ
ットトラック、トーイングトラクタ、投光器、アタッチメント等が出品 

建機パートⅢ 7001～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 

農業機械 8001～ 

トラクタ、コンバイン、田植機、耕うん機、管理機、バインダー、ハーベスト、農業用運搬車
両(歩行型・自走型)、草刈機、水田溝切機、移植機、培土機、各種野菜収穫機、肥料散布機、
乾燥機、籾摺り機、脱穀機、精米機、米選機、ハイクリブーム、スプレイヤー、動力噴霧器、
動力散布機、ラップマシーン、ロールベーラ―、樹木破砕機、薪割り機、刈り払機、チェンソ
ー、ブロア、ヘッジトリマー、穀物運搬コンテナ、アタッチメント等が出品 

農業機械パートⅢ 8401～ 農業機械の不動機が出品 

レンタル・リース会社出品Ⅰ 1～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品(建機パートⅠ機械) 

レンタル・リース会社出品Ⅱ 201～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品(建機パートⅡ機械） 

レンタル・リース会社出品小物 401～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品（小物商材） 

関西会場 3001～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械が出品 関西会場で展示 

関西会場レンタル・リース会社出品Ⅰ 3201～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品(建機パートⅠ・Ⅱ) 関西会場で展示 
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関西会場レンタル・リース会社出品小物 3301～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品(小物商材) 関西会場で展示 

関西会場パートⅢ 3501～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 関西会場で展示 

関西会場農業機械 3701～ 農業機械が出品 関西会場で展示 

関西会場農業機械パートⅢ 3801～ 農業機械の不動機が出品 関西会場で展示 

福岡会場 1001～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械が出品 福岡会場で展示 

福岡会場レンタル・リース会社出品小物 1401～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品 福岡会場で展示 

仙台会場 2001～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械が出品 仙台会場で展示 

仙台会場レンタル・リース会社出品小物 2301～ 当社選定のレンタル・リース会社が出品(小物商材) 仙台会場で展示 

仙台会場パートⅢ 2501～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品 仙台会場で展示 

仙台会場農業機械 2701～ 農業機械が出品 仙台会場で展示 

仙台会場農業機械パートⅢ 2801～ 農業機械の不動機が出品 仙台会場で展示 

ベイサイド第1会場（東扇島） 5001～ 建機パートⅡ機械が出品。ベイサイド第1会場（東扇島）で展示 

ベイサイド第1会場（東扇島）Ⅲ 5501～ 建機パートⅡ機械の不動機が出品 ベイサイド第1会場（東扇島）で展示 

ベイサイド第1会場（東扇島）農業機械 5701～ 農業機械が出品 ベイサイド第1会場（東扇島）で展示 

ベイサイド第1会場（東扇島）農業機械Ⅲ 5801～ 農業機械の不動機が出品 ベイサイド第1会場（東扇島）で展示 

水戸ヤード 8501～ 農業機械が出品 水戸ヤードで展示 

埼玉ヤード 4001～ 建機パートⅠ・Ⅱの機械が出品 埼玉ヤードで展示 

埼玉ヤードパートⅢ 4501～ 建機パートⅠ・Ⅱ機械の不動機が出品  埼玉ヤードで展示 

 
４．オークション日程 

オークションは毎週火曜日 12：00 から開催します。 

尚、仙台会場コーナー・ベイサイド第 1 会場コーナーは月 2 回の開催、 

レンタル・リース会社出品コーナー・埼玉ヤードコーナーは月 1 回の開催です。 

 
５．受付 

 駐車場利用の方は車両を会場内もしくは指定の場所に駐車してください。 

 オークション会場には弊社発行の ID カードが無いと入場できません。 

 
６．アライ建機オークション出品手順及び条件 

 ① 出品申込書に必要事項（出品機情報、会員情報、スタート価格、最低希望価格）を記入し、搬入時間内に 

    アライ建機オークション会場または遠隔地ヤードに出品機搬入及び出品申込書を提出してください。 
 

 ② 出品できるものは建設機械、農業機械、フォークリフト、発電機、建機・農機及びフォークリフト用 

    アタッチメントです。 
 

 ③ セリの価格調整幅はスタート価格と希望価格の上限を下記の通りとさせて頂きます。 

スタート金額 セリ幅 
0 ～ 2,999,000 円 100 万円 

3,000,000 円 ～ 5,999,000 円 200 万円 
6,000,000 円 ～ 8,999,000 円 300 万円 

9,000,000 円 ～ 400 万円 
 

セリの価格調整幅が上限を超える場合は希望価格に基づき、スタート価格を変更させて頂きます。 

出品申込書に希望価格を記載しておらず、土曜日の営業時間内迄に希望価格のご連絡がない場合は 

出品を取消させて頂きます。 

スタート価格と希望価格を下げる際は、セリ開始前までに当社へご連絡をお願い致します。 

尚、スタート価格を上げられるのは、土曜日の営業時間内迄とさせて頂きます。 
 
④ 出品者が自ら出品した出品機に対して応札に参加する買戻し行為は厳禁とします。 
 

⑤ 流札機に関しては搬出の意志を示さない限り次回オークションに自動的に出品となります。 
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⑥ オークション開催日より 4 日以内に搬出しなかった場合は保管料が発生します。（別紙参照） 
 
 
８．下見 

下見可能出品機展示会場 
アライ建機オークション(小山)、関西会場(大阪)、福岡会場、仙台会場、ベイサイド第1会場 
※ 食堂はありませんのでご留意ください。 

下見日・時間 月曜日～土曜日 9：00～17：00 

下見条件 

当社は会員制のオークションとなりますので、一般の方の来場はご遠慮ください。 
落札機は全てノークレームを条件としていますので下見で十分品質確認をしてから 
オークションに参加してください。 
下見時にはリスト及び査定票・出品票を提供していますのでご活用ください。 
但し、査定票・出品票はあくまでも参考情報であり、記載内容を保証するものでは 
ありません。 

注意事項 
物損及び人身事故を発生させた場合は、全て当事者の責任となりますので 
十分注意した上で下見を行ってください。 
当社では安全ヘルメットを用意しておりますので着用をお願いいたします。 

 
 

９．オークション 

① アライ建機オークション落札参加方法 

１） アライオートオークション小山会場に来場してバイヤー席で応札する。 

     ２） 会場外よりインターネットを使用し応札する（2 方式）。 

        a．リアルタイムでパソコンのマウスをクリックし都度金額を応札。 

        b．リアルタイムではなく事前に応札価格を入力し不在応札する。 

■バイヤー席で応札                             ■インターネットで応札 

                   

 

② セリ方式 

      POS＆コンピュータ方式（自動車オークションで採用されている）、リザーブド方式。 

      詳細については規約をご覧ください。 

 
③ オークション条件 

    ・現状有姿 

    ・品質保証なし（ノークレーム） 

    ・キャンセル原則不可 

    ・入金後搬出 

    ・日本円払い 

    ・査定票/出品票記載事項保証せず 
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１０．落札後 

① 当社よりオークション日翌日までに計算書（請求書）が FAX されます。 

 
② オークション開催日から 7 日以内に支払いを完了しなければなりません。 

 
③ 搬出期限はオークション開催日から 7 日以内とし入金後でなければ落札機は搬出できません。 

 
④ オークション開催日より 7 日以内に搬出しなかった場合は保管料が発生します。 

 



2021年8月改定

目安重量（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ PC

EX

ZX

UH

UHM

3

0

三菱 M

コベルコ SK

SH

S、LS

IS

FX

FH

加藤 HD

K

KX

KH

U

RX

YB

SV

B

ViO

AX

HM

H

S.B

竹内 TB

その他 ※

油
圧
シ

ョ
ベ
ル

0.0ｔ 2.5ｔ 6.0ｔ 10.0ｔ 25.0ｔ 50.0ｔ

PC01～PC20R、MR、UU、FR PC20～PC58

UH003～UH005 UH006～UH013

RX-141～RX-205 RX-301～RX-506

日立

4J～25J 28J～50Z 70Z～80VX 135UJ～225JX

CAT
301.5～302 303～305 307～308 311～325 330～350

UHM5～UHM8

石川島

S20～S70 S80～S130 LS1600（S160）

-

住友

- HD140～HD250 HD300～HD308 HD400～HD900 HD1220～HD1880 HD2500

-

FH10 - FH30 FH40～FH90、FH230 FH270 -
古河

FX005～FX025 FX026～FX58 FX60～FX90 FX100～FX200 -

LS2600（S260）～LS2800（S280） LS4300（S430） -

- - - -

-

60-2-26-11

EX550～EX5500

ZX8～ZX20 ZX25～ZX55 ZX70～ZX80 ZX100～ZX240 ZX300～ZX470 ZX600～ZX870

PC60～PC90 PC100～PC230 PC300～PC490 PC600～PC2000

310J～450J -

IS-008～IS-009、IS-4～IS-27 IS-010～IS-018、IS-28～IS-55 -IS-70～IS-100 IS-110～IS-220 IS-310

SH800

-

SK45、SK850～SK1350

ME02～MM25、MS010 MM30～MM57、MS03～MS04 MS062～MS090 MS110～ＭＳ180

SH4～SH25 SH28～SH55 SH60～SH75 SH100～SH225 SH300～SH450

区分コード 60-3-21-11 60-3-22-11 60-2-23-11 60-2-24-11 60-2-25-11

UH02～UH03 UH04～UH09 UH10～UH20 UH23～UH50

SS1/2、SS1、SK005～SK27 SK024～SK050 SK03～SK035、SK60～SK100 SK04～SK09、SK100～SK235 SK12～SK16、SK300～SK600

EX5～EX25 EX26～EX58 EX60～EX90 EX100～EX230 EX270～EX450

MS270～MS450 -

365～385

005～020 030～050 - - - -

UHM11～UHM28 - -

KX-005～KX-024 KX-026～KX-57 KX-60～KX-80 KX-100～KX-230 KH-270～KH-1000 -

クボタ

K-005～K-022 K-025～K-045 K-70～K-75 K-110～K-240 -

U-008～U-20 U-25～U-55 - -

KH-007～KH-8 KH-11～KH-055 KH-90 KH-100～KH-220,KH-400 KH-270～KH-1000 -

- -

-

SV05～SV13 - - SV100 - -
ヤンマー

YB101～YB231 YB25～YB45、YB301～YB1200 - - -

B03～B25 B27～B50、B3～B6 B7 -

-

HM07～HM25 HM30～HM45 - - - -
北越

AX05～AX25 AX30～AX58 - - -

- -

ViO10～ViO20 ViO27～ViO55 ViO70～ViO80 - - -

目安重量等で判断

TB007～TB020、TB120～TB225 TB025～TB53,TB228～TB250 TB260～TB290 TB295～TB2150 - -

-

S.B150～S.B250 S.B300～S.B580 - - - -
ハニックス

H05～H25 H27～H45 - - -

建機オークション機種別区分表（代表機）
※記載なきものに対してはアライ建機オークション事務局までお問い合わせお願い致します。
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目安重量（ｔ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ D

D

9

BD

日立 DX

FD

CD

積載量（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス - -

MST

CD

CH

CG

EG

C

YFW

石川島 IC

CF

YR

RG

築水

60-5-26-13

ブ
ル
ド
ー

ザ
ー

◇ ◇ 0.0t 10.0t 20,0t 50.0t

D10～D39

区分コード - - 60-5-23-13 60-5-24-13 60-5-25-13

D40～D65 D75～D275 D355～D575

ク
ロ
ー

ラ
ダ
ン
プ

CH-40

- - -

区分コード 60-10-21-13 60-10-22-13 60-10-23-13 60-10-24-13 -

DX40～DX75 - - -

古河
FD40～FD45 - - -

CD5

973～983 -

BD2～BD3 - - -

CAT

D3～D4C/K、D5C/K D4D/E/H/G～D6 D7～D9 D10～D11

931 941～963

0.0t 3.0t 5.0t 7.0t ◇

CD110R

日立

CH-M10～CH-M15

-

EG20～EG30 EG40 EG70 EG110

CAT LD
- LD25～LD35 - LD100

CH-90 -

-  CG30～CG45 CG65～CG70 CG100～CG150

◇

コマツ
モロオカ

MST-300～MST-400 MST-500～MST-800 MST-1100～MST-2000 MST-2200～MST-3300

CD10R～CD30R - CD60R

YFW26D～YFW30D - -

IC30 IC45 IC70 -

- LD350～LD400 - LD1000D

ヤンマー
C6～C30 C40～C60 C80 C120

 YFW10～YFW25

- - -

S8A～A25A - - -

クボタ

CF1800～CF3000 - - -

YR-800～YR-1200 - - -

 RG-15～RG-30
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目安重量（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス - -

マエダ HF

SP

SR

目安粒米数 - ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

WA

JH

5

IT

9

三菱 WS

LX

ZW

8

B

L

KLD

Z

RA

R

V

Y

三井 HL

ボルボ L

その他 ※ 目安立米数等で判断

区分コード - 60-41-22-12 60-4-23-12 60-4-24-12 60-4-25-12 60-4-26-12

区分コード 60-24-21-11or12 60-24-22-11or12 60-24-23-11or12 60-24-24-11or12

-

- 505～515 520～545 555～560 -

8.0㎥

コマツ

WA10～WA50 WA70～WA150 WA200～WA480 WA500～WA600 WA700～WA1200

- JH30～JH60

ホ
イ
ー

ル
ロ
ー

ダ
ー

◇ 0.0㎥ 0.6㎥ 1.6㎥ 5.0㎥

JH63～JH90 -

CAT
-

FL

WS200～WS410 WS500 - - -

IT12～IT18 - - -

901～903 910～914 920～972 980～988 990～994

475B

L3～L6 L9～L16 L19～L40 L50～L60 -

TCM

803～810 815～835 840～870 880～890 -

- 50B 55B～175B 275B

-

ZW20～ZW50 ZW80～ZW100 ZW140～ZW310 - -
日立

LK40Z～LK50Z LK200～LK400 LK500～LK900 LK1500 -

- LK80Z～LK150Z LK190Z～LK350Z

川重
KLD30～KLD40 KLD50～KLD60 KLD65～KLD90 KLD95～KLD110 -

25Z～43Z 45Z～60Z 65Z～90Z 95Z～115Z

LK

LX15～LX40 LX50～LX80 LX100～LX230 LX300～LX450

ヤンマー
V1～V5 - - - -

FL325～FL365 - -

クボタ
RA300～RA601 RA800～RA1500 - - -

R350～R630

LK450Z～LK560Z -

古河
FL30～FL50 FL60～FL150 FL160A,FL180～FL270 FL465 -

FL301～FL304 FL305～FL315

135Z

コベルコ

- L20B～L45B L60E～L180E L220E -

Y10～Y41 - - - -

HL703～HL706 HL707～HL714 - - -

R900～R1600 - - -

-

HF180, HFZ090 -

アイチ
- SP-09～SP-10 SP-12A～SP-350

- SR-07～SR-10 SR-123～SR-210

-

高
所
作
業
車

0.0t 2.5t 6.0t 10.0t ◇ ◇

ＢＴ式

HF070～HF0120
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全機 ミニミニクラス - - - - -

- ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

全機 - ミニクラス - - - -

舗装幅（ｍ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

MG

その他

三井 HA

舗装幅（ｍ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス -

F

BP

住友 H

CAT AP

三菱 MF

新潟 NF

全機 ミニミニクラス - - - - -

　

区分コード - 60-46-22-12 60-46-23-12 - - -

-

ス
キ

ッ
ド

ロ
ー

ダ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全メーカー スキッドローダー全機種

区分コード 60-23-21-12 - - - -

区分コード - 60-22-22-12 - - - -

◇

イワフジ T

ロ
ギ
ン
グ

ト
ラ
ク
タ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

T-10～T-20 T-30～T-60

60-6-26-12

モ
ー

タ
ー

グ
レ
ー

ダ
ー

◇ ◇ 0.0m 2.8m 3.7m 4.9m

コマツ

HA33F, HA46F - - -

◇

全メーカー ショベルローダー全機種

区分コード - - 60-6-23-12 60-6-24-12

シ

ョ
ベ
ル

ロ
ー

ダ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

三菱
- MG3、MG100～MG330 MG350～MG630 -

- - LG2, SR320, 14H 15G, 16G, 16H

GD
GD22 GD28AC～GD31 GD37～GD40 -

GD200 GD300～GD405 GD500～GD705 GD805A,GD825A

60-6-25-12

F14～F32 F40～F60,F1740～F2045

BP25～BP31 -

HA14C～HB31 HB40C～HA60

-

ア
ス
フ

ァ
ル
ト

フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ

◇ ◇ 0.0m 4.0m 7,0m ◇

ハンタ

区分コード - - 60-9-23-15 60-9-24-15 60-9-25-15

NF30～NF36

MF24～MF31 MF40～MF61

NF40～NF63

ハンドガイドローラ全機種

-

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド

ロ
ー

ラ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全メーカー

区分コード 60-26-21-15 - - - -

-

-

-

-

HA90

- AP655 -
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目安重量（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス - -

コマツ JW

TS

TZ

T

BW

DT

CP

RT

W

川重 KR

明和 MT

住友 HN

目安重量（ｔ） - - - 中型クラス - -

コマツ JM

R

KD

ボーマグ DM

WN

WM

日立 RS

日立
ダイナ

CS

K

KMRH

住友 SMR

古河 FR

区分コード - 60-27-22-15 60-27-23-15 60-27-24-15 - -

◇

JW30～JW33 - JW200～JW215

TS30～TS31,TS160 - TS150～TS650、TS7409

0.0t 1.0t 3.5t 6.0t ◇

酒井 - -

- - HN200～HN215

- - K20、KR20

MT30 - -

RT30 RT205 RT200

- WP8WD WR20

タ
イ
ヤ
ロ
ー

ラ
ー

(

両
輪
タ
イ
ヤ

)

- - DT200

CP03 - CP15～CP30、CP200～CP205

TZ600～TZ701

- - T200～T600、T2

ボマーグ
BW3R - BW20

川重
K10～K12

KMRH10～KMRH12

RS120

CS12～CS125

ワタナベ
WN8～WN10

WM010～WM060

KD7608～KD7610、KD120

DM120～DM121

JM120

日立
ダイナ

酒井
R1～R2

- -

マ
カ
ダ
ム
ロ
ー

ラ
ー

(

前
鉄
輪
2
つ
後
鉄
輪
1
つ

)

0.0t 1.0t 3.5t 6.0t ◇ ◇

区分コード - - - 60-28-24-15

SMR10～SMR12

FR12
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目安重量（ｔ） - ミニクラス 小型クラス 中型クラス - -

コマツ JV

SW

SV

SG

ボマーグ BW

CC

RV

川重 KV

住友 HW

明和 MV

インガソール DD

CAT CB

目安重量（ｔ） - ミニクラス 小型クラス 中型クラス - -

コマツ JW

TW

TG

ボマーグ BW

CG

RC

CC

川重 KV

住友 KW

明和 MUC

CAT CB

-

タ
ン
デ
ム
ロ
ー

ラ
ー

(

前
後
鉄
輪

)

0.0t 1.0t 3.5t 6.0t ◇ ◇

JV15～JV32

区分コード - 60-29-22-15 60-29-23-15 60-29-24-15 -

BW75～BW115 BW121～BW131 BW141～BW220

日立
ダイナ

CC102～CC135 CC14～CC15、CC142～CC150 CC21～CC52、CC211～CC522

SV40 SW60～TW750

SG15～SG350 SG40～SG41、SG500 -

JV40 JW70～80

酒井

SW25、SW200～SW352 SW40～SW41、SW500～SW502 SW60～SW70、SW600～SW900

SV25

- - DD65～DD110

CB224 CB334 CB434～CB534

HW30 HW41 -

MUS15～MUS30 MUS35～MUS40 -

RV30～RV35 RV45 RV70～RV100

KV3 KV4 KV7～KV8、KVR15

酒井
TW25、TW250～TW352 TW40～TW60、TW450～TW502 TW650～TW750、TW60～TW100

TG15～TG35

-

コ
ン
バ
イ
ン
ド
ロ
ー

ラ
ー

(

前
鉄
輪
後
タ
イ
ヤ

)

0.0t 1.0t 3.5t 6.0t ◇ ◇

JV25

区分コード - 60-30-22-15 60-30-23-15 60-30-24-15 -

KV3 KV4 KVR7

- CG15～CG18 -

RC30～RC35 RC40～RC45 -

TG40～TG50、BGM500 -

BW90～BW115 BW121～BW131 BW144～BW164

JV40 -

- CB335 -

HW30 HW40 -

MUC250～MUC300 MUC400 -

CC102～CC135 CC142～CC150 CC211～CC501

日立
ダイナ
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目安重量（ｔ） - - 小型クラス 中型クラス - -

コマツ JV

酒井 SV

ボマーグ BW

CA

RA

住友 SVR

川重 KV

インガソール SD、SP

CAT CS

目安重量（ｔ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ CS

酒井 PM

切削幅（ｍ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ GC

酒井 ER

ハンタ CRP

ビルトゲン

ダイナパック

他

除雪幅（ｍ） - - 小型クラス 中型クラス - -

日本除雪 HTR

他

全機 - - - 中型クラス - -

-

CRP-35

-

- JV100

SV200 SV70～SV160、SV400～SV900

- -

ソ
イ
ル
ロ
ー

ラ
ー

(

前
鉄
輪
1
つ
後
タ
イ
ヤ
2
つ

)

0.0t 1.0t 3.5t 6.0t ◇ ◇

区分コード - - 60-31-23-15 60-31-24-15

-

ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ

◇ ◇ 0.0t 10.0t 20,0t ◇

-

区分コード - - 60-16-23-13 60-16-24-13 60-16-25-13

- SD100、SP60

- CS563～CS583

RA100～190

SVR4 -

- KV10

BW170 BW210～BW219

日立
ダイナパッ

ク

- CA25～CA602

-

60-18-26-12

ロ
ー

ド
カ

ッ
タ
ー

◇ ◇ 0.0m 0.5m 1.0m 2.0m

GC50

区分コード - - 60-18-23-12 60-18-24-12 60-18-25-12

CS210 CS360

- - PM500～PM550

- - - 全機(クローラ式)

- - - 全機(クローラ式)

CRP-100～CRP-120 - -

- - 全機(クローラ式)

- GC380F -

- ER500～ER520 -

HTR265～HTR801

- 全機

区分コード - - - 60-25-24-12 -

-

除
雪
車

◇ ◇ 0.0m 1.5m ◇ ◇

HTR53～HTR146

区分コード - - 60-19-23-12 60-19-24-12 -

全機

-

雪
上
車

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全メーカー
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目安重量（ｔ） - - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ BR

日立 HR

コベルコ KMC

積載量（ｔ） - - - 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

HD

HM

7

D

ボルボ A

日立 R

三菱 M

前田/三井 T

全機 - - - 中型クラス - -

全メーカー

荷重（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

全メーカー

全機 ミニミニクラス - - - - -

自重（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

トヨタ T

ニチユ N

ニッサン

コマツ

Stewart　and
 Stevenson

ト
ー

イ
ン
グ

ト
ラ
ク
タ
ー

TE15～TD45

NTT1800-70

PA07-TDT80

-

-

-

-

-

- - T02 - - -

- - - - WT250E WT500E

0.0t 1.0t 3.0t 7.0t 25.0ｔ

区分コード - - 60-44-23-13 60-44-24-13 60-44-25-13 60-44-26-13

ダ
ン
プ
ト
ラ

ッ
ク

（
重
ダ
ン
プ

）

◇ ◇ ◇ 0.0t 20.0t

- 725～740

- R40C

BR60S BR100～BR250 BR300～BR580 BR700～BR1600

HR240G HR320、HR900 HR240、HR1200 -

自
走
式
破
砕
機

◇ ◇ 0.0t 10.0t 25.0t

- KMC200 KMC300～KMC350

区分コード - -

50.0t

-

ク
ロ
ー

ラ

ド
リ
ル

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

区分コード - -

66-1-1-14 66-1-2-14 66-1-3-14

-

NTT50-70～NTT90-70 NTF200P-56～NTT360-56

- TB12

60-47-3-14 -

- -

40.0t

HD180 HD200～HD325 HD405～HD1600

- HM300～HM400

50.0ｔ

66-1-5-14

60-25-24-15 -

- 60-20-24-12 60-20-25-12 60-20-26-12

EH750, R60～R90C

- M26B -

- - - GT50

- T30、MDT30 -

771～792

- D200～D400 -

A20 A25D～A40D -

66-1-4-14

区分コード 60-47-1-14 60-47-2-14 - -

区分コード

コマツ
-

CAT

-

1.0t 3.0t 7.0t 15.0t 25.0t

FG5～FG9

- - -

FD10～FD25

区分コード

60-45-1-14 - -

タ
ー

レ

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全メーカー ターレ全機種 　

FD30～FD60 FD70～FD140 FD150～FD240 FD250～

66-1-6-14

フ

ォ
ー

ク

リ
フ
ト

0.0t
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吐出圧力 ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ EC

北越 PDS

デンヨー DPS

電力量 ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ EG

デンヨー DCA

北越 SDG

日車 NES

ヤンマー AG

クボタ GC

新ダイワ DGM

全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 小物 - - - - -

全メーカー

800KVA

EG12～EG33

G-100～G-250 G-350～G-550 G-600～G-900

EB35～EG50

- - - -

DCA-800～

400KVA

60-35-3-15 60-35-4-15 60-35-5-15

コ
ン
プ
レ

ッ
サ
ー

60-36-6-15

10KVA 35KVA 60KVA 100KVA

EG60～90 EG100S～EG330 EG400 EG800～

発
電
機

EC75 EC105～EC110 EC175～EC190 EC210～

PDS50～PDS100 PDS125～PDS175 PDS265 PDS390 PDS655 PDS750～

60-35-6-16

1.0㎥ 3.5㎥ 5.5㎥ 10.0㎥ 15.0㎥ 30.0㎥

EC15～EC25 EC35～EC50

区分コード 60-35-1-15 60-35-2-15

区分コード 60-36-1-15 60-36-2-15 60-36-3-15 60-36-4-15 60-36-5-15

DPS50～DPS90 DPS130～PDS180S DPS250～DPS290HS DPS370～DPS390 DPS600～DPS670 DPS750～

AG125～AG375 AG500 -

NES13～NES25 NES35～NES55 NES60～NES90 NES100～NES350 NES400 NES800

SDG10～SDG30 SDG35～SDG55 SDG60～SDG90 SDG100～SDG350 SDG400 SDG800～

DCA-10～DCA-27 DCA-35～DCA-55 DCA-60～DCA-90 DCA-100～DCA-380 DCA-400

-

ラ
ン
マ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

区分コード 60-13-90-90 - - - -

DGM150～DGM250 DGM450 DGM600 DGM1000～DGM3000 - -

区分コード 60-40-90-90 - - - -

G-1150～G-3500 G-4000 G-8000

AG13～AG25 AG40～AG45 AG60～AG90

-

プ
レ
ー

ト

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

区分コード 60-14-90-90

区分コード 60-39-90-90 - - - -

-

コ
ン
ク

リ
ー

ト

カ

ッ
タ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

-

投
光
機

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

-

ア
タ

ッ
チ

メ
ン
ト

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

区分コード 63-？-90-90 - - - -
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吊上荷重 - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス 超超大型クラス

タダノ TS30～TS55

加藤 -

住友 -

吊上荷重 - 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス 超超大型クラス

コマツ -

タダノ -

加藤 -

コベルコ -

アイチ F301～F304

全機 - ミニクラス - - - -

全メーカー

目安重量（ｔ） ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス 超大型クラス

コマツ LC

日立 -

コベルコ CK

石川島 CCH

住友 SC

加藤 C

馬力 ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 中型クラス 大型クラス -

全メーカー

条数 ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス 海外製 中型クラス - -
全メーカー

自脱型

全メーカー
普通

コ
ン
バ
イ
ン

1 4 5 ◇ ◇

- - 全機 全機

全機 全機 全機 全機

区分コード 62-2-41-21 62-2-42-21 62-2-43-21 62-2-44-21 62-2-45-21 -

ト
ラ
ク
タ
ー

0 20.1 30.1 50.1 100.1以上 ◇

馬力が不明な際はホイールのサイズを基に区分致します。

区分コード 62-3-41-22 62-3-42-22 62-3-43-22 62-3-44-22 - -

全機 全機 全機 全機 全機

カニクレーン全機種

区分コード 60-11-21-11 60-11-22-11 60-11-23-11 60-11-24-11 60-11-25-11 60-11-26-11

50.0t

- LC08M、LC383～LC503 LC603～ LC755 LC1385 - -

CX500～CX1000、KH180～KH500

- -

- CCH25～CCH400 CCH500～CCH1000

ＫＨ70～KH150 

CK90UR、CK120UR - 7035～7045 7050～7100

テ
レ
ス
コ
ピ

ッ
ク
式

ク
ロ
ー

ラ
ク
レ
ー

ン

0.0t 2.5t 6.0t 10.0t 25.0t

- TX40UR EX75URT、ZX75URT ZX135UST、ZX160LCT

- - C80 - - -

- - - - SC350～SC400 SC500～SC1000

- - CCH50

-

カ
ニ
ク

レ
ー

ン

◇ 全機種 ◇ ◇ ◇ ◇

区分コード - 60-21-22-11 - - -

RK70 RK100～RK200 RK250～RK450 RK500～ RK700

LW100 LW250

- ST12 , HT216～HT320 HT430～HT537 ST500

TS100～TL200 TL250～TG450 TG500M～TG800

NK50～NK75 NK-110～NK-200 NK250～NK450 NK500～NK800

LW500

TR80 TR100～TR160 TR250～TR350 TR500

LW80

60-33-27-16

4.9t 10t 25t

TS50～TS80

60-33-25-16 60-33-26-16

60-32-27-16

◇ 2.9t 4.9t 10t 25t 50t以上

区分コード - 60-32-25-16 60-32-26-16

- -

60-33-24-1660-33-23-16

60-32-23-16 60-32-24-16

ラ
フ
テ
レ
ー

ン
ク
レ
ー

ン - -

◇ 2.9t 50t以上

区分コード -

ト
ラ

ッ
ク
ク
レ
ー

ン

KR10～KR22 KR25～KR45 KR50～ KR70
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全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 - ミニクラス - - - -

全社

全機 - ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニクラス - - - -

全メーカー

全機 ミニミニクラス - - - - -

全メーカー

全機 小物 ミニミニクラス ミニクラス - - -

全メーカー

区分コード 62-XX-40-24 62-XX-41-24 62-XX-42-24 - - -

そ
の
他

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

歩行 作業機・据置型 乗用

区分コード
ア
タ

ッ
チ

メ
ン
ト

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

- - -62-XX-41-24 - -

区分コード

運
搬
車

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

歩行 乗用

- - -

- - -62-22-40-24 -62-22-42-24

- -

- - -62-14-42-24-

62-5-40-24

62-13-42-24

区分コード
ハ
イ
ク
リ

ブ
ー

ム

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

-

62-13-40-24

- 62-14-42-24 -

区分コード

区分コード

草
刈
機

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

歩行 乗用

区分コード

芝
刈
機

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

歩行 乗用

62-12-40-24

区分コード

田
植
機

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

---

- - --

- - --

◇ ◇ ◇

◇ ◇ ◇

◇ ◇ ◇

- - -

-

ス
ピ
ー

ド

ス
プ
レ
イ

ヤ
ー

◇ ◇ ◇

全機

区分コード

耕
耘
機

◇ ◇ ◇

歩行 乗用

区分コード

管
理
機

◇ ◇ ◇

歩行 乗用

-62-6-40-23

62-4-40-24 62-4-42-24

62-12-42-24

62-5-42-24

-

-

-

-

-
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全機 ミニミニクラス ミニクラス 小型クラス - - -

歩行

全機 小物 ミニミニクラス ミニクラス - - -

全メーカー

全機 小物 - - - - -

全メーカー

全機 ミニミニクラス ミニクラス - - - -

全メーカー

区分コード 60-48-1-14 60-48-2-14 - - - -

ス
イ
ー

パ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

歩行 乗用

区分コード 60-50-90-90 - - - - -
ジ

ェ
ッ
ト

ヒ
ー

タ
ー

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機

区分コード 60-49-90-90 60-49-1-90 60-49-2-90 - - -
高
圧
洗
浄

機
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

移動式 据置型 （当社判断）

区分コード 62-131-41-24 62-131-42-24 62-131-43-24 - - -

除
雪
機

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

全機 （当社判断） （当社判断）
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